
第
六
節

市

域

の

拡

大

北
部
一
ニ
カ
町
村
、
西
部
七
カ
村
の
合
併

戦
後
の
合

併
構
想

神
戸
市
の
市
域
は
昭
和
ニ
十
（
一
九
四
五
）
年
八
月
現
在
、
東
は
巾
六
甲
村
（
昭
和
四
年
一
編
入
）
か
ら
、
西
は
旧
mm

お
郡
垂
水
町
に
歪
り
、
北
を
六
甲
山
地
に
南
は
大
甑
絡
に
は
さ
ま
れ
た
わ
ず
か
な
帯
状
の
土
地
に
局
限
さ
れ
て

し
か
も
、
そ
の
六

O
%が
山
地
に
躍
し
、
有
効
面
積
が
四

O
%と
い
う
、
き
わ
め
て
特
殊
な
地
形
か
ら
考
え
て
も
、
神

戸
市
の
将
来
の
発
展
は
、
現
状
で
は
お
の
ず
か
ら
眼
度
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
遅
か
れ
早
か
れ
市
域
の

、”－。
、V

ふ
れ

拡
張
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
が
、
市
の
懸
案
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た
（
関
口
色
。

そ
こ
で
、
神
戸
市
で
は
戦
後
い
ち
は
や
く
「
神
戸
市
復
興
基
本
計
酪
要
綱
」
を
定
め
、
国
際
的
貿
易
都
市
と
し
て
発
畏
す
る

T宮城の拡大

た
め
に
、

「
港
湾
の
機
能
を
充
分
に
発
揮
せ
し
む
る
に
足
る
だ
け
の
背
後
地
域
と
そ
の
連
営
を
ま
っ
た
か
ら
し
む
る
た
め
の
相

当
多
数
の
人
口
金
（
百
万
以
上
の
）
を
保
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
「
将
来
に
お
い
て
は
東
部
及
び
西
部
の
数
市
町
村
を

第六節

合
併
し
更
に
復
興
計
画
の
進
捗
に
従
い
、
六
甲
山
を
中
心
と
す
る
北
部
の
数
町
村
を
併
せ
て

大
関
際
港
部
た
る
の
機
能
を
十

分
に
発
揮
せ
し
む
る
に
足
る
市
域
と
し
、
こ
れ
に
港
都
の
職
業
構
成
、
食
糧
配
給
、
住
宅
及
び
交
通
状
況
を
考
慮
し
て
適
当
な

近代・現代日霊長ミ綴NIOOI 
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る
配
置
を
有
す
る
人
口
量
を
保
有
せ
し
め
、
近
代
的
都
市
施
設
の
完
備
せ
る
大
都
市
を
構
成
す
る
も
の
と
す
L

と
し
た
。
さ
ら

、

「
将
来
木
市
の
中
市
域
を
拡
張
す
る
場
合
を
予
測
し
、
東
部
西
部
及
び
北
部
の
隣
接
市
町
村
に
及
ぶ
総
合
的
具
体
的
計
画
、

な
か
ん
ず
く
六
甲
山
を
中
心
と
す
る
開
発
計
画
を
樹
立
し
、
山
川
本
市
を
中
心
と
す
る
半
径
約
二

0
キ
ロ
関
内
の
衛
星
都
市
を
育

成
振
興
せ
し
む
る
の
方
途
合
計
画
す
る
」
と
し
て
、

寸
大
神
戸
L

建
設
の
基
本
方
針
を
明
示
し
た
。
そ
れ
は
周
辺
地
域
の
合
併

に
よ
る
、
理
想
的
文
化
都
市
、
間
四
倒
産
業
部
市
づ
く
り
と
し
て
の
構
想
へ
と
結
実
し
た
。
そ
し
て
、
神
戸
市
は
特
別
市
制
運
動

と
も
併
せ
て
、
東
北
西
の
三
方
商
に
わ
た
っ
て
市
域
拡
張
を
行
う
た
め
、
縞
入
の
対
象
と
し
て
次
の
町
村
を
選
ん
だ
。

東
部
（
五
カ
町
村
）

武
庫
郡
御
影
町
、
住
吉
村
、
本
山
村
、
魚
崎
町
、
本
庄
村

北
部
宝
石
町
村
）

有
馬
郡
有
潟
町
、
有
野
村
、
武
庫
郡
山
間
村

西
部
（
一
市
十
カ
町
村
）

明
沼
市
、
切
石
郡
伊
川
谷
村
、
矯
谷
村
、
押
部
谷
村
、
玉
津
村
、
平
野
村
、
神
出
村
、
大
久
保
町
、

岩
岡
村
、
魚
住
村
、
加
古
郡
二
見
町

以
上
の
広
さ
は
四
七
五
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
神
戸
市
を
中
心
と
す
る
半
径
二

0
キ
ロ
メ
i
ト
ル
か
ら
ニ
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

の
圏
内
に
あ
る
地
域
に
当
た
る
。
神
戸
市
は
戦
災
復
興
計
回
と
こ
の
市
域
拡
張
計
画
を
併
せ
て
行
い
、
人
口
の
分
散
、
市
持
地

の
疎
開
、
港
湾
地
区
、

工
業
地
臣
、
商
業
地
区
、
住
宅
地
底
な
ど
土
地
分
配
の
適
正
化
を
ば
か
り
、
文
化
都
市
と
し
て
の
諸
施

市1或の鉱大

設
を
整
備
、
市
の
工
業
製
品
と
密
部
・
北
部
方
面
の
蹴
菜
、
酪
農
口
問
、
水
産
物
な
ど
の
交
流
を
円
滑
に
す
る
と
と
も
に
、
明
石

郡
南
部
の
工
業
地
帯
を
育
成
し
て
、
国
捺
港
都
と
し
て
の
内
容
を
一
一
層
充
実
さ
せ
よ
う
と
し
た
（
「
合
併
（
明
石
郡
七
カ
村
、
有
馬
町
、

第六節

有
野
村
、
山
田
村
）
関
係
綴
」
）
。

他
方
、
市
域
編
入
の
対
象
と
な
る
市
町
村
に
と
っ
て
は
、
地
理
、
交
通
条
件
あ
る
い
は
社
会
的
、
経
済
的
に
も
神
戸
市
と
密

近代・ 5見ti';E霊長i昔話N1003 



け
な
い
立
場
に
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
神
戸
市
へ
の
編
入
は
望
む
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

接
な
関
係
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
区
域
が
狭
小
で
財
力
が
及
ば
な
い
た
め
に
、
現
状
の
ま
ま
で
は
地
域
の
発
展
に
即
応
し
て
い

神
戸
市
は
、
昭
和
二
十

年
九
月
十
日
御
影
町
と
の
交
渉
を
皮
切
り
に
、
十
月
に
は
他
町
村
に
も
呼
び
か
け

交
渉
の
経
過

る
一
方
、
同
月
下
旬
に
開
催
さ
れ
た
市
会
議
員
総
会
で
、
中
井
市
長
は
町
村
合
併
の
必
要
性
と
そ
の
構
想
に

理
事
者
側
と
協
力
、
関
係
市
町
村
と
の
交
渉
推
進
に
努
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お
、

つ
い
て
の
説
明
に
あ
た
っ
た
。
翌
十
月
に
は
、
市
会
議
員
一
一
人
の
委
員
で
組
織
さ
れ
た
合
併
捉
進
小
委
員
会
が
設
け
ら
れ
、

明
石
郡
六
カ
村
（
伊
川
谷
村
、
櫨
谷
村
、
押
部
谷
村
、
平
野
村
、
神
出
村
、
岩
岡
村
）
に
つ
い

て
は
、
す
で
に
昭
和
十
七
年
十
一
月
に
仮
調
印
ま
で
交
わ
し
な
が
ら
、
決
戦
非
常
措
置

令
に
よ
っ
て
町
村
合
併
の
中
止
が
指
令
さ
れ
、

つ
い
に
実
現
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

以
後
、
神
戸
市
は
わ
ず
か
一
一
一
カ
月
足
ら
ず
の
超
ス
ピ
ー
ド
で
、
明
石
市
お
よ
び
東
部
五
カ

町
村
を
除
く
北
部
一
一
一
カ
町
村
及
び
西
部
十
カ
町
村
と
仮
調
印
を
取
り
交
わ
し
た
（
表
出
）
。

こ
の
よ
う
に
、
北
部
三
カ
町
村
お
よ
び
西
部
十
カ
町
村
と
の
問
の
交
渉
は
ス
ム
ー
ズ

に
進
ん
だ
。
例
え
ば
、
武
庫
郡
山
田
村
を
神
戸
市
に
編
入
合
併
す
る
に
つ
い
て
は
、
す

で
に
大
正
九
年
お
よ
び
昭
和
一
一
一
年
の
二
度
に
わ
た
り
山
田
村
側
か
ら
神
戸
市
に
中
し
入

れ
が
あ
り
、
当
時
は
、
山
間
村
が
純
農
村
で
あ
る
こ
と
か
ら
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
戦

後
神
戸
市
が
観
光
を
主
体
に
し
た
背
山
開
発
を
め
ざ
し
、
同
村
の
編
入
を
計
画
中
し
入

れ
た
と
い
う
い
き
さ
つ
が
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
交
渉
は
円
滑
に
進
展
し
、
合

北部・西部ll!J村との合併仮調印の臼程表 216

村
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併
申
し
入
れ
か
ら
わ
ず
か
一
カ
月
後
の
昭
和
二
十
一
年
十
一
月
十
日
に
は
、
山
田
村
は
合
併
を
決
定
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
同

年
十
二
月
ニ
日
に
開
か
れ
た
臨
時
市
会
に
お
い
て
、
山
田
村
、
有
馬
町
の
合
併
が
満
場
一
致
で
可
決
さ
れ
た
。

他
方
、
合
併
交
渉
再
開
の
ト
ッ
プ
を
切
っ
た
御
影
町
は
二
十
一
年
十
一
月
ニ
目
、

「
時
期
尚
早
L

合
理
由
に
正
式
に
合
併
な

拒
否
し
た
。

つ
づ
い
て
十
二
月
八
日
、
明
石
市
も
御
影
町
と
同
様
に
拒
否
を
表
明
し
た
。
明
石
市
で
は
、
町
内
会
を
通
じ
て
の

調
査
に
よ
り
合
併
賛
成
問
O
%
、
合
併
反
対
一
一
一
六
M

声
、
時
期
尚
早
二
四
%
と
い
う
結
果
を
得
て
い
た
。
そ
し
て
、
明
石
市
は
郡

部
の
動
き
が
将
来
の
明
石
市
に
重
大
な
関
係
が
あ
る
と
し
て
、

っ
郡
部
へ
の
働
き
掛
け
お
よ
び
内
務
省
へ
も
運
動
し
て
郡
部
の

合
併
を
閉
止
す
る
L

こ
と
な
ど
を
協
議
し
た
（
『
神
戸
』
昭
和
二
十
一
年
十
二
月
八
日
）
。

神
戸
市
の
合
併
呼
び
か
け
に
応
じ
た
有
馬
郡
有
野
村
お
よ
び
明
石
郡
伊
川
谷
村
な
ど
九
カ
町
村
、
加
古
郡
一
一
見
町
は
、
昭
和

二
十
一
年
十
一
月
か
ら
十
二
月
に
わ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町
村
会
で
合
併
の
怠
志
を
決
定
し
た
。
そ
こ
で
、
同
年
十
二

日
の
臨
時
市
会
に
合
併
に
関
す
る
諸
条
件
を
含
む
「
神
戸
市
と
有
閥
均
郡
有
野
村
、
明
石
郡
（
略
）
合
併
の
件
」
が
緊
急
上
程
さ
れ
、

原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
た
。

知
率
へ
の
答
申

I
大
久

保
・
魚
住
・
二
見
の
除
外

神
戸
市
は
市
会
で
の
議
決
を
経
て
、
有
馬
町
ほ
か
一
一
一
カ
町
村
長
連
名
の
上
申
書
を
添
え
、
間
月
十

七
日
間
同
に
対
し
正
式
に
合
併
許
可
の
申
請
が
｝
行
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
県
で
は
知
事
の
諮
問
機
関

市域の拡大

で
あ
る
兵
庫
県
地
域
合
併
協
議
会
を
設
置
、
審
議
の
結
果
、
翌
二
十

月
二
十
六
日
次
の
答
申
を
行
っ
た
。

神
戸
市
は
国
際
的
な
大
港
都
と
し
て
重
大
な
闘
家
的
使
命
を
・
有
し
て
い
る
。

し
か
る
に
神
戸
市
の
現
市
域
は
特
別
市
と
し

第六節

て
は
狭
小
に
す
ぎ
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、

東
部
五
カ
町
村
、
北
部
宥
馬
町
ほ
か
一
一
一
カ
町
村
、
西
部
明
若
市
以
下
ニ
見
町
ま
で
合
併
す
べ
き
で
あ
る
。

近代・涜代歴史編N1005 



日
内
務
翁
に
上
申
し
た
。

市域主主張記念花電車写真 84

政
府
お
よ
び
兵
庫
県
当
局
は
一
応
調
印
を
完
了
し
た
一
一
一
一
カ
町
村
の

民
意
を
尊
重
し
て
速
や
か
に
こ
れ
に
許
可
を
与
え
る
と
と
も
に
、
東

部
五
カ
町
村
お
よ
び
明
石
市
に
対
し
、
神
戸
市
と
の
合
併
に
努
力
す

る
よ
う
促
す
べ
き
で
あ
る
。

も
し
調
印
済
み
一

カ
町
村
を
合
併
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
石

市
を
孤
立
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
間
切
ア
布
市
に
隣
接
す
る
大

久
保
、
魚
住
、

見
の

カ
町
村
を
し
ば
ら
く
保
留
し
て
、
明
石
市

の
態
度
決
定
を
待
っ
て
改
め
て
裁
定
す
る
を
適
当
と
認
め
る
。

問

神
戸
市
に
特
別
市
制
を
実
施
す
る
た
め
に
隣
接
地
域
を
合
併
す
る
場

合
は
、
あ
く
ま
で
も
民
意
を
尊
重
し
て
平
和
円
満
に
お
こ
な
う
よ
う

希
望
す
る
。

こ
の
答
申
に
基
づ
い
て
、
知
事
は
大
久
保
な
ど
一
一
一
カ
町
村
を
一
応
除
い
て
、

そ
し
て
、
昭
和
二
十
ニ
年
一
一
一
月
一
日
、
神
戸
市
そ
の
他
の
町
村
合
併
は
実
施
さ
れ
た
。
合
併
の
結
果
、

武
庫
郡
山
田
村
ほ
か
九
町
村
の
神
戸
市
編
入
を
適
当
と
承
認
、
間
年
二
月
十
一
一
一

日
は
約
閉
問
万
人
か
ら
五

O
万
人
へ
と
噌
え
た
。

神
戸
市
の
商
積
は
一
一
五
・

O
五
平
方
キ
ロ
メ
！
ト
ル
か
ら
一
一
一
九

0
・
五
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
へ
と
ほ
ぼ
閲
倍
増
と
な
り
、
人

1006 戦後の神戸市第五'lfi:
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東
部
五
カ
町
村
、
北
部
一
一
一
カ
村
の
縞
入

東
部
一
ニ
カ
町
村
と
の

合
併
i
市
長
の
決
意

有
馬
郡
有
馬
町
な
ど
北
部
一
一
一
カ
町
村
、
明
石
郡
伊
川
谷
村
な
ど
間
部
七
カ
村
の
市
域
へ
の
編
入
が
か
な

っ
た
こ
と
は
、
神
戸
市
に
と
っ
て
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
円
満
な
話
し
合
い
が
つ
か
ぬ

ま
ま
、
明
石
市
と
東
部
五
カ
町
村
が
合
併
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
た
こ
と
は
、
神
戸
市
の
将
来
を
考
え
た
と
き
懸
案
と
し
て
残
さ

れ
た
。
と
り
わ
け
、
東
部
五
カ
町
村
と
の
合
併
が
頗
脱
し
た
こ
と
は
、
国
際
港
都
と
し
て
の
神
戸
市
の
行
く
末
に
と
っ
て
大
間

題
で
あ
っ
た
。
初
の
公
選
市
長
と
な
っ
た
小
寺
市
長
も
東
部
町
村
と
の
合
併
実
現
を
公
約
に
掲
げ
て
市
政
に
臨
み
、
昭
和
二
十

ニ
年
末
か
ら
関
係
町
村
に
働
き
か
け
て
い
た
が
、
市
会
内
部
に
お
い
て
も
合
併
推
進
を
要
望
す
る
戸
が
次
第
に
高
ま
っ
た
。
こ

の
点
に
つ
い
て
、
小
寺
市
長
は
市
会
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
御
影
町
に
つ
い
て
は
（
略
）
い
ず
れ
は
神
戸
市
に

合
併
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
が
、
今
日
の
と
こ
ろ
は
時
期
尚
早
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し

け
っ
し
て
合
併
そ

の
も
の
を
非
と
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り

ι

ま
し
た
の
で
、
私
は
神
戸
市
に
は
遠
か
ら
ず
特
別
市
制
が
し
か
れ
、
県
か
ら
独

立
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
う
な
る
と
合
併
は
な
か
な
か
難
し
く
な
る
か
ら
、
合
併
す
る
な
ら
時
期
は
今
で
あ
っ
て
尚
早
で
は
な

市域の拡大

い
。
願
わ
く
ば
ご
再
考
を
た
ま
わ
り
た
い
と
、
話
、
を
打
ち
切
ら
な
い
で
い
る
次
第
で
あ
り
ま
す
L

。

特
別
市
制
問
題
で
足
踏
み
し
て
い
た
武
庫
郡
御
影
町
ほ
か
住
吉
村
、
魚
崎
町
と
の
合
併

F

交
渉
は
昭
和
二
十
二

御
影
な
ど
三

町
村
の
合
併

年
末
に
入
っ
て
再
開
閉
さ
れ
た
。
同
年
十
月
末
、
小
寺
市
長
は
県
地
域
合
併
審
議
会
の
答
申
の
線
に
沿
っ
て
、

第六節

東
部
五
カ
町
村
お
よ
び
明
石
市
と
の
合
併
促
進
に
議
進
す
る
と
、
そ
の
決
意
を
披
蕗
し
た
。
そ
し
て
、
同
年
十
月
一
一
一
十
・
三
十
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一
日
の
両
日
、
神
戸
市
は
御
影
町
、
住
吉
村
、
魚
崎
町
な
ど
の
東
部
五
カ
町
村
な
ら
び
に
明
石
市
に
対
し
正
式
に
合
併
を
申
し

入
れ
た
。

そ
の
理
白
書
に
は
、
東
部
町
村
合
併
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
構
想
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
神
戸
市
は
そ
の
地
域

に
お
い
て
更
に
大
な
る
外
国
貿
易
地
帯
の
建
設
を
計
翻
中
で
あ
り
、
こ
こ
に
自
由
港
区
を
設
置
し
て
、
加
工
貿
易
、
委
託
版
売
、

中
継
ぎ
貿
易
等
を
行
い
、
外
貨
獲
得
に
新
機
軸
を
樹
立
せ
ん
と
す
る
も
の
で
、
も
し
こ
の
合
併
が
実
現
し
、
こ
の
新
構
想
が

施
さ
れ
る
な
ら
ば
、
神
戸
港
は
全
く
従
来
の
冊
目
を
一
新
し
、
神
戸
市
は
わ
が
闘
の
表
玄
関
と
し
て
よ
り

問
、
明
朗
、
健
全

に
し
て
、
文
化
水
準
の
高
い
市
民
生
活
を
保
持
せ
ら
れ
る
が
ご
と
き
悶
際
的
海
運
都
市
、
街
工
業
都
市
、
文
化
都
市
た
る
大
港

郊
を
建
設
し
得
る
の
で
あ
る
」
。

他
方
、
御
影
、
住
吉
、
魚
崎
の
一
一
一
カ
町
村
に
お
い
て
は
、
昭
和
ニ
十
二
年
芦
屋
市
、
本
山
村
、
本
庄
村
と
の
合
併
新
市
（
叩

潟
市
｜
仮
称
）
建
設
問
題
が
起
こ
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
新
警
察
制
度
の
実
施
、
教
育
権
の
自
治
体
移
管
（
神
戸
経
済
大
学
、
兵

時
郎
防
範
）
な
ど
地
方
財
政
の
負
担
増
が
予
想
さ
れ
る
に
お
よ
び
、

一
カ
町
村
の
側
で
も
神
戸
市
と
の
合
併
機
運
が
盛
り
上
が
っ

て
き
た
。

二
十
閉
年
末
か
ら
活
発
化
し
た
合
併
の
動
き
は
、

日

神
戸
市
と
一
一
一
カ
町
村
は

昭
和
ニ
十
五
年
一
一

そ
し
て
、

っ
東
灘
区
ー
一
お
よ
び
区
役
所
の
新
設
な
ど
を
条
件
に
県
に
対
す
る
上
申
書
に
調
印
、

四
月
一
日
実
施
と
決
め
て
県
へ
申
達
し

た
。
つ
づ
い
て
、
神
戸
市
は
住
民
の
意
見
守
」
取
り
ま
と
め
る
の
に
時
日
を
要
し
、
同
時
合
併
に
間
に
合
わ
な
か
っ
た
武
臨
時
郡
木

山
村
、
本
庄
村
と
の
合
併
交
渉
に
入
っ
た
。
武
庫
郡
木
山
村
と
本
庄
村
は
、
昭
和
ニ
十
一
一
一
年
八
月
神
戸
市
か
ら
合
併
の
申
し
入

れ
を
受
け
る
と
問
時
に
、
各
村
内
に
委
員
会
を
設
け
て
合
併
に
関
し
調
査
研
究
に
着
手
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
再
村
は
翌
二

十
問
年
ニ
月
隣
接
の
芦
屋
市
か
ら
も

市
一
一
村
の
解
体
合
併
の
申
し
入
れ
を
受
け
た
た
め
、
両
村
で
は
村
民
の
意
見
取
り
ま
と

め
に
戸
惑
う
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
、
御
影
町
な
ど
一
一
一
カ
町
村
の
神
戸
市
編
入
が
具
体
化
す
る
に
つ
れ
、
両
村
で
も
に
わ
か
に
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神
戸
市
と
の
合
併
機
運
が
熟
し
、
昭
和
二
十
五
年
七
月
十
四
日
に
い
た
り
、
両
村
は
と
も
に
合
併
を
議
決
し
た
。
こ
う
し
て
、

施
さ
れ
た
。

武
庫
郡
木
山
、
本
庄
両
村
の
編
入
は
、
昭
和
二
十
五
年
十
月
五
日
県
会
の
議
決
を
経
て
、
間
七
日
知
事
告
示
、
十
月
十
臼
に
実

東
部
五
カ
町
村
と
の
合
併
に
つ
い
て
、

「
条
件
、
が
い
ろ
い
ろ
っ
け

の
ち
に
諒
口
市
長
は
市
会
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ら
れ
ま
し
た
が
、
当
時
の
市
財
政
を
も
っ
て
し
て
、
ど
う
し
て

市域の拡大第六節

あ
の
よ
う
な
条
件
を
つ
け
ら
れ
て
ま
で
も
合
併
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
か
と
、
し
ば
し
ば
考
え
た
も
の
で
す
。

し
か
し
神
戸
市

百
年
の
大
計
の
た
め
に
は
、
た
と
え
非
常
な
負
担
が
か
か
っ
て

市会の風景

も
合
併
し
て
お
か
な
け
れ
ば
と
思
い
ま
し
た
」
。

そ
し
て
、
「
今

日
で
は
、
神
戸
港
の
全
部
は
神
戸
市
の
一
弘
域
で
あ
り
ま
す
。
横

浜
港
を
ご
ら
ん
に
な
れ
ば
わ
か
り
ま
す
が
、
昔
の
横
浜
港
は
今

写哀 85

日
で
は
横
浜
港
と
川
崎
港
の
二
港
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ノ

B

M

E

V

ミ

ーし
J
h
，刀

っ
て
、
横
浜
港
内
の
い
ろ
い
ろ
な
問
題
は
非
常
に
複
雑
化
し
て

い
る
。
そ
の
点
神
戸
港
内
は
神
戸
市
ひ
と
つ
だ
か
ら
運
営
が
う

ま
く
い
く
。
こ
の
効
果
は
お
そ
ら
く
金
銭
で
は
測
れ
な
い
。
こ

れ
は
一
に
合
併
と
い
う
大
事
業
の
た
ま
も
の
と
思
っ
て
い
ま

す
」
と
、
そ
の
効
果
、
を
強
調
し
た
。
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有
馬
郡
一
ニ
カ

村
の
合
併

東
部
五
カ
町
村
の
神
戸
市
編
入
が
実
現
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
懸
案
と
な
っ
て
い
た
有
馬
郡
道
場
、

人
多
、
大

沢
一
一
一
カ
村
の
神
戸
市
へ
の
合
併
機
運
が
に
わ
か
に
高
ま
っ
た
。

一
十
一
年
の
有
馬
町
の
合
併
後
、
有
馬
郡
一

ニ
カ
町
村
で
は
神
戸
市
へ
の
合
併
希
望
が
強
ま
っ
て
い
た
。
二
十
二
年
の
六
月
に
は
、

自
町
長
ら
各
町
村
代
表
が
「
有
馬
全

部
の
一
括
合
併
の
早
急
実
現
L

を
神
戸
市
に
要
望
し
た
が
、
神
戸
市
側
の
準
備
不
足
も
あ
り
、
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
経
緯
が

あ
っ
た
。
昭
和
二
十
六
年
三
月
二
十
五
臼
、

い
ず
れ
も
村
会
を
開
き
、
満
場
一
致
で
合
併
を
可
決
し
た
。
こ
れ
ら
一
一
一
カ
村
は
、

既
に
神
戸
市
に
編
入
さ
れ
た
山
田
、
有
馬
、
有
野
一
一
一
カ
町
村
と
悶
様
に
神
戸
市
北
部
の
後
背
地
を
形
成
し
、
神
戸
市
と
は
こ
れ

ま
で
密
接
不
離
な
つ
な
が
り
を
保
っ
て
き
た
こ
と
も
あ
り
、
市
な
ら
び
に
一
一
一
カ
村
側
も
早
く
か
ら
合
併
の
実
現
が
望
ま
れ
て
い

た
。
と
く
に
、
道
場
村
は
神
戸
市
民
へ
の
給
水
源
と
し
て
千
苅
水
源
池
を
も
ち
、
双
方
と
も
編
入
の

日
も
早
い
こ
と
を
望
ん

で
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

そ
し
て
、
道
場
な
ど
三
カ
村
の
合
併
申
請
書
は
一
一
一
月
二
十
八
日
県
に
提
出
さ
れ
、
七
月

日
実
施
と
な
っ
た
。

昭
和
二
十
八
年
九
月
一
日
町
村
合
併
促
進
法
が
公
布
さ
れ
、
十
月
に
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
シ
ャ
ウ
プ
勧
告

合
併
の
停
滞

や
前
年
二
十
七
年
に
設
け
ら
れ
た
地
方
制
度
調
査
会
の
方
針
に
基
づ
き
、
市
町
村
の
規
模
を
適
正
化
す
る
こ

と
で
そ
の
組
織
運
営
の
合
理
化
を
は
か
り
、
合
併
に
よ
る
行
財
政
能
力
を
強
化
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
法

の
第
一
一
一
条
に
よ
れ
ば
、
町
村
の
標
準
人
口
は
八

0
0
0人
以
上
と
さ
れ
、
行
政
効
率
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
そ
の
規
模
を
で
き

る
か
、
ぎ
り
増
大
し
て
い
く
こ
と
が
う
た
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
法
律
に
基
づ
い
て
、
小
規
模
町
村
の
合
併
は
著
し
く
促
進
さ
れ
た
。

同
法
施
行
前
に
九
八
九
五
あ
っ
た
全
障
の
市
町
村
は
、

一
年
に
は
一
一
一
九
七
五
に
減
少
し
た
。
市
町
村
の
平
均
人
口
は
、
こ

れ
に
よ
っ
て
三
倍
と
な
っ
た
。
兵
庫
県
で
は
昭
和
二
十
八
年
十
月
、
県
議
会
議
長
合
会
長
と
す
る
町
村
合
併
促
進
審
議
会
が
発
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足
し
、
町
村
合
併
推
進
本
部
を
設
置
し
た
。
県
下
の
各
地
方
事
務
所
に
は
町
村
合
併
促
進
協
議
会
が
つ
く
ら
れ
た
。
県
の
計
踊

で
は
、

一
年
九
月
ま
で
に
、
一
一
一

O
八
町
村
を
八
六
町
村
に
減
ら
し
た
い
意
向
で
あ
っ
た
。

町
村
合
併
促
進
法
の
公
布
施
行
は
新
た
な
合
併
熱
を
起
こ
し
た
。
当
時
、
政
府
が
町
村
合
併
に
よ
っ
て
い
誌
関
し
た
の
は
、
小

規
模
町
村
を
適
正
規
模
に
編
成
変
え
し
て
地
方
公
共
団
体
を
行
財
政
的
に
育
成
、
強
化
す
る
点
に
あ
っ
た
が
、
現
実
的
に
は
都

市
周
辺
の
町
村
は
小
規
模
開
士
の
合
併
を
避
け
、
む
し
ろ
大
都
市
へ
の
編
入
を
希
望
す
る
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
こ
う
い

う
中
で
、
栄
一
〈
議
郡
吉
川
村
、
上
淡
一
川
村
、
淡
河
村
の
一
一
一
カ
村
を
皮
切
り
に
、
有
馬
郡
一
一
一
田
町
、
一
一
一
輪
町
、
藍
村
、
本
庄
村
、
広

野
村
、
小
野
村
、
高
一
千
村
、
品
中
十
人
義
都
中
古
川
村
、
北
谷
村
、
加
古
郡
母
里
村
、
天
満
村
、
加
古
村
と
相
次
い
で
合
併
請
願
書
が

出
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
美
濃
郡
淡
河
村
、
上
淡
河
村
、
奥
古
川
村
か
ら
出
さ
れ
た
請
願
書
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

健
全
財
政
を
目
標
と
し
課
市
中
は
標
準
率
を
適
用
し
て
い
る
経
済
的
に
は
か
な
り
恵
ま
れ
た
村
で
あ
り
ま
す
。
又
淡
河
山
田

川
疏
水
の
水
源
確
保
と
し
て
又
農
産
物
並
び
に
生
鮮
疏
菜
の
供
給
地
の
位
置
に
あ
る
た
め
北
神
戸
産
業
開
発
に
は
不
可
欠

の
要
地
で
あ
り
、
口
斗
神
戸
市
の
北
部
境
界
を
画
す
る
に
最
も
整
っ
た
地
理
的
に
見
ま
し
で
も
神
戸
市
の
一
角
の
観
が
あ
り

ま
す
。
尚
白
下
町
村
合
併
促
進
法
の
施
行
に
よ
り
ま
し
て

カ
村
は
兵
庫
県
の
勧
告
を
受
け
る
こ
と
頻
り
で
あ
り
ま

す
が
、
住
民
は
不
’
凶
然
な
合
併
に
同
意
せ
ず
、
神
戸
市
合
併
に
懸
命
の
熱
意
を
傾
け
て
い
ま
す
。

市i或の拡大

こ
う
し
た
請
願
は
い
ず
れ
も
総
務
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
委
員
長
報
告
書
は
昭
和
一
一
一
十
年
一
一
一
月
五
日
市
会
に
上
程
、
採
択
す

る
こ
と
を
決
定
の
う
え
、
市
長
に
送
付
さ
れ
た
。
当
日
委
員
長
は
調
賓
結
果
を
要
約
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
木
件
を
社
会
的
、

第六節

経
済
的
、
地
理
的
条
件
か
ら
検
討
し
た
結
果
は
こ
れ
な
た
だ
ち
に
木
市
の
大
都
市
圏
構
想
に
も
と
づ
く
要
請
と
合
致
す
る
も
の

と
は
い
え
ず
、
吏
良
地
位
給
の
差
額
支
給
、
住
民
税
減
額
、
大
都
市
の
義
務
的
経
費
の
支
出
で
、
市
費
の
持
ち
出
し
に
な
る
こ
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と
は
当
然
と
い
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
よ
だ
が
、
請
願
の
採
択
や
、

各
地
域
に
盛
り
上
が
る
合
併
熱
は
あ
っ
た
も
の
の
、

複
雑

な
情
勢
に
妨
げ
ら
れ
て
、

つ
い
に
宿
望
は
か
な
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
市
長
の
姿
勢
は
慎
重
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
昭
和
二
十
九

月
十
二
日
の
市
会
で
市
長
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
合
併
問
題
で
は
私
が
当
事
者
で
あ
り
ま
す
の
で
、
私
の
一
一
扇
動

は
非
常
に
大
き
な
反
響
を
よ
び
ま
す
。
最
近
、
県
の
意
思
な
る
も
の
が
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
県
全
体
の
意
思
と
は
全
然
考

え
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
新
聞
記
事
に
よ
っ
て
私
が
云
々
す
る
こ
と
を
差
し
ひ
か
え
て
お
り
ま
す
L

。

な
お
、
前
記
各
村
の
う
ち
、
奥
古
川
、
中
古
川
、
北
谷
村
は
昭
和
三
十
年
七
月
合
併
し
て
古
川
町
に
、
加
古
郡
母
里
、
天
満
、

加
古
一
一
一
村
は
稲
美
町
と
し
て
発
足
し
て
い
る
。
神
戸
市
に
お
い
て
は
、
昭
和
二
十
六
年
七
月
に
有
馬
郡
道
場
、

八
多
、
大
沢
一
一
一

カ
村
を
…
編
入
し
た
が
、
そ
の
後
一
一
一
十
年
に
同
長
尾
村
と
合
併
す
る
ま
で
、
足
か
け
十
九
年
市
域
の
拡
猿
な
行
っ
て
い
な
い
。

長
尾
村
の

糠
入

長
尾
村
は
も
と
も
と
明
治
二
十
二
（

八
人
九
）
年
の
村
制
の
施
行
以
来
道
場
村
の
一
部
と
な
っ
て
い
た
の
を
、

問
一
一
一
十
五
年
に
分
離
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
長
尾
村
は
前
記
一
一
一
カ
村
の
神
戸
市
編
入
に
よ
っ
て
、
一
一
一
方
を
神
戸

市
に
取
り
閉
ま
れ
る
形
と
な
り
、
そ
の
結
果
早
急
に
神
戸
市
へ
の
編
入
熱
が
高
ま
っ
た
。
二
十
六
年
四
月
に
行
わ
れ
た
住
民
投

票
も
、
九
八
%
が
合
併
へ
の
賛
意
を
表
明
し
て
い
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
町
村
合
併
促
進
法
施
行
後
、
県
側
が
有
馬
郡
一
一
一
閉
山

町
、
三
輪
町
お
よ
び
長
尾
村
一
一
一
カ
町
村
を
一
。
フ
ロ
ッ
ク
と
し
た
合
併
計
闘
を
立
て
て
い
た
関
係
も
あ
っ
て
、
そ
の
実
現
に
こ
ぎ

つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
昭
和
二
十
九
年
六
月
兵
庫
区
道
場
町
の
有
志
五
人
か
ら
神
戸
市
会
議
長
に
合
併
請
願
書
が
提
出
さ
れ
た
。
内
容
は

「
兵
庫
医
道
場
、

人
多
、
大
沢
町
に
隣
接
す
る
長
尾
村
は
ニ
十
六
年
以
来
神
戸
市
に
編
入
か
た
棟
情
を
つ
づ
け
て
い
る
が
実
現

せ
ず
、
村
氏
は
焦
燥
し
て
い
る
。
こ
の
た
び
施
行
さ
れ
た
町
村
合
併
促
進
法
に
よ
り
、
長
尾
村
は
県
の
勧
告
を
受
け
る
こ
と
し
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き
り
で
あ
る
。

し
か
し
不
自
然
な
合
併
に
住
民
は
同
意
せ
ず
、
神
戸
市
と
の

合
併
に
懸
命
の
誠
意
を
つ
く
し
て
い
る
。
居
合
｝
隣
す
る
わ
れ
ら
地
区
代
表
は

こ
れ
を
傍
観
す
る
に
忍
び
ず
、

越
権
な
が
ら
請
願
を
提
出
す
る
も
の
で
あ

る
L

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

合
併
交
渉
は
そ
の
後
順
調
に
進
み
、
長
尾
村
は
同
年
九
月

十
二
日
の
臨

時
村
会
で
神
戸
市
と
の
合
併
を
全
会
一
致
で
可
決
し
、
神
戸
市
で
も
間
二
十

六
日
の
市
会
で
可
決
さ
れ
た
。
同
日
神
戸
市
長
と
長
毘
村
長
連
名
で
県
知
事

に
対
し
昭
和
一
一
一
十
年
十
月
十
五
日
を
合
併
希
望
日
と
決
め
て
申
請
、
県
で
は

九
月
三
十
日
付
で
告
示
し
、
予
定
通
り
合
併
は
実
施
さ
れ
た
。
こ
れ
を
き
っ

か
け
に
し
て
、
一
一
一
回
、
一
一
一
輪
両
町
も
神
戸
市
編
入
案
に
鮪
き
、
ひ
い
て
は
有

馬
郡
一
九
と
な
っ
た
神
戸
市
編
入
の
大
運
動
に
発
展
し
た
。

し
か
し
、
結
果

的
に
は
長
尾
村
の
み
が
神
戸
市
に
編
入
さ
れ
、
三
回
、
一
ニ
輪
同
町
は
隣
接
の

有
馬
郡
広
野
、
小
野
、
高
平

カ
村
が
昭
和
一
一
一
十
一
年
に
合
併
し
一
一
一
間
町
と

な
っ
た
の
ち
、
翌
年
相
野
村
を
編
入
、
一
一
一
十
一
一
一
年
市
制
を
施
行
し
、
一
一
一
郎
市
と
な
っ
た
。

TIJ！戒の拡大

新
市
町
村
建
設

促
進
法
の
施
行

町
村
合
併
促
進
法
は
昭
和
三
十
一
年
九
月

に
失
効
し
た
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
同
年
六
月
に
は
新

市
町
村
建
設
促
進
法
が
制
定
施
行
さ
れ
た
。
向
法
は
町
村
合
併
促
進
法
に
よ
っ
て
合
併
し
た
市
町
村
の
建

第六長'i1

設
計
画
の
実
施
を
促
進
し
、
併
せ
て
未
合
併
町
村
の
合
併
を
促
進
す
る
こ
と
な
目
的
と
し
て
い
た
。
議
〈
喪
郡
淡
河
村
の
合
併
後
、

近代・現代
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神
戸
市
に
加
古
郡
稲
美
町
、
一
一
一
木
市
、
美
嚢
郡
吉
川
町
か
ら
合
併
請
願
書
が
提
出
さ
れ
た
。
ま
ず
、
稲
美
町
に
よ
る
請
願
書
は

「
稲
美
町
は
昭
和
一
一
一
十
年
町
村
合
併
促
進
法
に
も
と
さ
つ
い
て
旧
加
古
、
母
盟
、
天
満
の
一
一
一
カ
村
が
合
体
し
て
発
足
し
た
も
の
だ

が
、
町
制
施
行
前
の
三
十
年
二
月
全
村
の
要
望
に
よ
っ
て
三
村
長
、
議
長
述
署
の
も
と
に
神
戸
市
へ
の
合
併
を
諮
願
し
市
会
に

お
い
て
採
択
さ
れ
た
い
き
さ
つ
が
あ
る
。
県
の
策
定
に
よ
り
そ
の
夜
後
に
稲
美
町
を
発
足
さ
せ
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま

で
神
戸
市
と
の
合
併
の
第
一
段
階
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
し
ば
し
ば
文
書
、

口
頭
で
神
戸
市
会
に
懇
請
を
つ
づ
け
て
き
た
」
と
述

べ
て
い
る
。
ま
た
三
木
市
も
っ
当
市
民
は
立
地
条
件
か
ら
つ
ね
に
神
戸
市
合
併
を
熱
望
し
つ
つ
あ
り
、
こ
こ
数
年
来
、
隣
接
町

村
が
神
戸
市
に
編
入
さ
れ
、
治
水
、
産
業
、
交
通
お
よ
び
教
育
の
全
般
に
わ
た
り
い
ち
じ
る
し
い
充
実
を
と
げ
、
そ
の
恩
恵
に

感
謝
し
て
い
る
こ
と
を
身
近
か
に
感
じ
ひ
と
し
く
神
戸
市
編
入
を
熱
望
す
る
ゆ
え
ん
」
を
説
き
、
古
川
町
も
「
当
町
は
昭
和
一
一
一

十
年
七
月
一
ニ
カ
村
を
合
併
し
て
成
立
し
た
が
、
こ
れ
は
神
戸
市
へ
の
合
併
を
促
進
す
る
た
め
の
段
階
合
併
で
あ
っ
た
。
合
併
後

は
新
市
町
村
建
設
促
進
法
の
線
に
沿
っ
て
新
町
の
基
本
条
件
整
備
に
努
め
て
お
り
、

一
年
四
月
に
陳
情
書
を
神
戸
市
会
に

提
出
し
た
ほ
か
、
機
会
あ
る
た
び
に
運
動
を
続
け
て
き
た
L

と
、
合
併
へ
の
熱
意
を
開
陳
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
市
町
が

g
的
と
す
る
の
は
、
大
都
市
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
財
政
的
な
裏
付
け
を
礁
保
し
、
行

政
商
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
に
よ
り
住
民
福
祉
を
飛
線
的
に
向
上
さ
せ
よ
う
と
い
う
要
素
が
皆
無
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
こ
の
点
で

は
、
新
市
町
村
建
設
促
進
法
の
趣
旨
に
合
致
す
る
と
は
い
え
ず
、
神
戸
市
の
側
で
も
槙
重
な
態
度
を
崩
さ
な
か
っ
た
。

淡
河
村
の

縞
入

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
淡
河
村
と
の
合
併
の
勤
き
が
出
て
を
た
。
昭
和
五
十
二
年
七
月
二
十
五
日
「
神
戸
市

と
美
嚢
郡
淡
河
村
と
の
合
併
L

の
件
が
市
会
に
上
程
さ
れ
た
。

そ
こ
で
は
市
財
源
八
一
一
一

O
万
円
の
持
ち
出
し
が

指
摘
さ
れ
る
と
と
も
に
、

「
経
済
的
負
担
に
ま
ざ
る
他
の
面
で
の
繁
栄
、
福
祉
の
向
上
が
期
せ
ら
れ
る
L

と
し
て
、
以
下
の
点

IOI4 戦後の神戸市第五翠



メ
己
空
港
さ
も
こ
。

元
主
i
J
A
J
f才・
7

淡
河
村
は
人
口
五

0
0
0余、

八
平
方
キ
ロ
で
産
業
は
農
、
林
、
畜
産
が
お
も
で
あ
り
ま
す
。
同
村
の
中
央
部
を

淡
河
川
が
縦
断
し
て
お
り
、
そ
の
流
域
で
は
合
く
か
ら
か
ん
が
い
用
水
の
た
め
に
水
利
組
合
を
つ
く
り
、
神
戸
市
域
で
も

神
出
、
岩
岡
方
面
で
は
六
一
一
一

O
町
歩
が
こ
れ
に
加
入
し
、
九
月
か
ら
翌
年
五
月
ま
で
を
通
水
期
間
と
し
て
タ
メ
池
に
貯
水
、

利
用
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
通
水
期
間
外
に
あ
っ
て
も
余
分
の
水
の
供
給
を
う
け
て
お
り
、
こ
の
行
為
に
よ
っ
て
相

当
の
増
収
を
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
問
村
の
合
併
で
こ
れ
を
大
相
に
増
加
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
神

一
戸
市
域
で
の
井
戸
用
水
費
な
ど
莫
大
な
経
費
が
節
減
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
て
、

一
部
で
反
対
は
あ
っ
た
も
の
の
、
淡
河
村
の
合
併
は
昭
和

一
月
一
日
実
施
さ
れ
た
。

神
戸
市
と

「
適
正
市
域
」

神
戸
市
の
戦
後
の
合
併
構
想
は
東
部
五
カ
町
村
、
有
馬
郡
一
一
一
カ
町
村
、
そ
し
て
明
石
市
を
含
む
間
部
十
カ
町

村
を
そ
の
区
域
に
包
み
込
も
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
明
石
市
・
…
一
見
町
な
ど
と
の
合
併
は
頓

挫
し
た
も
の
の
、
さ
ら
に
長
尾
村
・
淡
河
村
へ
の
合
併
と
進
む
こ
と
で
一
段
落
し
た
。
そ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
神
戸
市

に
と
っ
て
「
適
正
市
域
L

と
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
例
え
ば
昭
和
三
十
四
年
一
一
一
月
四
日

の
予
算
市
会
に
お
い
て
、
原
口
市
長
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
適
正
市
域
と
い
う
も
の
は
時
と
と
も
に
変
化
す
る
も
の

市J~の拡大

で
、
こ
れ
に
は
ニ
つ
の
考
え
方

i
一
つ
は
神
戸
市
だ
け
を
中
心
に
考
え
る
場
合
と
、
神
戸
港
を
中
心
に
考
え
る
場
合
で
こ
れ
は

非
常
に
広
域
と
な
り
ま
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
神
戸
港
は
日
本
の
貿
易
の
四
一
一
ガ
を
取
り
扱
い
、
従
っ
て
神
戸
市
だ
け
の
港

第六節

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
神
戸
港
の
拡
充
計
闘
は
閣
と
神
戸
市
と
が
相
談
し
て
一
一
一
十
二
年
度
の
一
五

O
O万
ト
ン
か
ら
三
十
七
年
度

二一

O
O万
ト
ン
、

O
年
後
に
は
こ
八

O
O万
ト
ン
ま
で
も
っ
て
い
く
。
そ
の
た
め
に
は
後
方
地
帯
の
交
通
機
関
を
ど
の
よ
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う
に
連
絡
す
る
か
。
建
設
中
の
名
神
国
道
、
計
画
中
の
第
二
阪
神
間
道
、
そ
れ
と
明
石
海
峡
の
橋
、
阪
神
地
帯
の
交
通
整
備
網

ま
で
考
え
な
け
れ
ば
、
神
戸
港
の
輸
出
入
計
翻
は
樹
た
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

と
い
っ
て
、
こ
れ
を
神
戸
市
中
心
に
考
え
る
場

合
は
ど
う
か
。
市
の
行
政
が
税
を
負
担
し
て
い
る
市
誌
の
描
利
増
進
を
目
的
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
ず
か
ら
市
域
を
考

え
る
場
合
非
常
に
む
つ
か
し
い
。
半
掻
一
一

0
キ
ロ
で
い
い
の
か
、
時
に
よ
っ
て
変
化
す
る
の
で
、
簡
単
に
申
し
上
げ
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
L
。

市
は
、
神
戸
市
の
発
展
と
神
戸
港
の
発
展
と
い
う
一
一
つ
の
視
点
か
ら
、
そ
の
構
想
の
転
換
を
試
み
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の

時
、
日
本
経
済
は
高
度
経
済
成
長
期
を
迎
え
、
関
際
滋
部
神
戸
市
も
当
然
大
き
な
飛
騨
が
望
ま
れ
る
時
期
に
入
っ
て
い
た
。
こ

う
し
た
中
で
、
原
口
市
長
は
昭
和
一
一
一
十
五
年
十
二
月
三
日
の
市
会
で
単
な
る
適
正
市
域
を
策
定
す
る
こ
と
よ
り
も
、
経
済
圏
の

広
域
化
こ
そ
神
戸
の
大
き
な
発
展
に
つ
な
が
る
こ
と
を
示
唆
し
か
っ
強
調
し
た
。

3 

明
石
市
と
の
合
併
問
題

明
石
市
と
の

合
併
問
題

神
戸
、
明
石
両
市
の
合
併
案
は
戦
前
の
昭
和
十
五
年
ご
ろ
、
神
戸
市
が
構
想
を
立
て
た
市
域
拡
張
案
に
盛
り

込
ま
れ
、
同
十
六
年
七
月
一
日
に
行
わ
れ
た
間
出
石
郡
垂
水
町
の
神
戸
市
へ
の
編
入
合
併
前
後
か
ら
明
石
郡
一

一
カ
町
村
と
と
も
に
合
併
交
渉
が
行
わ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
合
併
条
件
に
つ
い
て
折
衝
を
開
始
す
る
前
に
戦
局
の
拡
大
の
な

か
で
立
ち
消
え
に
な
っ
た
。

戦
後
の
神
戸
市
の
復
興
計
画
に
お
い
て
も
、
国
際
階
部
建
設
構
想
の
一
環
と
し
て
、
神
戸
市
は
広
域
に
わ
た
る
近
接
市
町
村
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の
合
併
編
入
を
具
体
化
し
、
明
お
市
に
も
申
し
入
れ
た
。
そ
し
て
、
明
石
郡
一
一
カ
町
村
と
の
合
併
協
定
は
調
印
さ
れ
た
も
の

の
、
明
石
市
側
か
ら
は
ま
も
な
く
時
期
尚
早
を
理
由
に
合
併
見
合
わ
せ
の
問
答
が
な
さ
れ
た
。
当
時
明
石
市
の
関
係
者
は
い
ず

れ
も
神
戸
市
へ
の
一
編
入
安
当
然
と
考
え
、
市
会
で
も
こ
れ
を
ほ
ぼ
了
承
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

「
市
会

の
主
勢
力
を
占
め
て
い
た
議
長
ら
が
、
編
入
は
当
然
か
も
知
れ
ぬ
が
、
合
併
は
い
つ
で
も
で
き
る
。
そ
れ
よ
り
も
戦
災
復
興
が

先
決
で
あ
る
L

と
し
て
、
同
年
十
二
月
合
併
見
合
わ
せ
の
申
し
入
れ
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
明
五
市
の
編
入
は
い
っ
た
ん
打
ち
切
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
知
事
の
諮
問
機
関
と
し
て
設
け
ら
れ
て

い
た
兵
庫
県
地
域
合
併
促
進
協
議
会
は
「
神
戸
市
は
国
際
的
な
大
港
部
と
し
て
重
大
な
悶
家
的
使
命
を
有
す
る
が
、
現
市
域
は

特
別
市
と
し
て
狭
小
に
す
ぎ
る
観
点
か
ら
東
方
五
カ
町
村
、

カ
町
村
と
と
も
に
、
西
方
明
石
市
お
よ
び
明
石
郡
全
域
な

ら
び
に
二
見
町
を
も
合
併
す
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
明
石
市
を
孤
立
せ
し
め
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
（
明
石
郡
内
の
）
大
久
保
、

魚
住
、
（
加
古
郡
の
）
一
一
見
の
三
カ
町
村
を
除
き
、

明
石
市
の
態
度
決
定
を
ま
っ
て
裁
定
せ
ら
れ
る
を
適
当
と
す
る
」
旨
答
申
し

て
い
た
。
さ
ら
に
、
内
務
省
地
方
制
度
調
査
会
小
委
員
会
に
お
い
て
も
「
神
戸
市
は
鵡
印
済
み
の
一
一
一
一
カ
町
村
の
ほ
か
、
東
部

五
カ
町
村
お
よ
び
明
石
市
と
も
合
併
せ
し
め
た
る
う
え
、
特
別
市
制
を
実
施
せ
し
め
る
べ
き
で
あ
る
」
と
の
答
申
案
を
決
定
し

て
い
た
。

市城の拡大

明
石
市
は
昭
和
二
十
六
年
一
月
、
明
石
郡
大
久
保
町
、
魚
住
村
、
加
古
郡
二
見
町
、
な
編
入
し
て
、
そ
の
市
域

一
一
一
度
合
併
の

尚
申
し
入
れ

を
拡
張
し
た
。
そ
の
後
、
神
戸
市
は
当
初
の
構
想
ど
お
り
明
石
市
と
の
合
併
を
環
視
し
、
両
者
の
繁
栄
を
推

第六節

進
す
る
た
め
、
昭
和
二
十
九
年
五
月
十
九
日
原
口
忠
次
郎
市
長
、
木
原
仙
松
市
会
議
長
が
回
日
政
五
郎
明
石
市
長
を
た
ず
ね
、

ま
式
に
合
併
な
申
し
入
れ
た
。

「
当
時
の
明
石
市
は
財
政
力
が
弱
く
て
思
い
切
っ
た
大
事
業
も
で
き
ず
、
神
戸
市
中
心
で
動
い
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て
い
る
以
上
は
早
晩
合
併
す
る
よ
う
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
の
見
方
、
が
大
勢
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、

い
た
ず
ら

に
市
域
を
広
め
て
人
目
を
増
加
さ
せ
る
の
は
す
の
殿
様
が
自
領
を
ひ
ろ
め
る
よ
う
な
も
の
で
、
市
民
に
は
何
の
関
係
も
無
い
と

い
っ
た
反
対
意
見
、
全
国
に
知
ら
れ
て
い
る
明
お
の
地
名
を
永
久
に
残
し
た
い
と
の
強
い
要
求
も
あ
っ
た
」
と
い
わ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
明
五
市
民
の
意
見
は

一
つ
に
分
か
れ
、
両
者
入
り
乱
れ
て
の
激
烈
な
ピ
ラ
合
戦
ま
で
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
と
い
う
。

明
石
市
側
の
合
併
反
対
理
由
と
し
て
は
次
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
た
（
「
明
石
合
併
関
係
綴
」
）
。

）
 

l
 

（
 
神
戸
市
は
地
域
の
み
広
く
財
政
力
が
こ
れ
に
伴
わ
な
い
し
、
行
政
単
位
と
し
て
変
態
的
形
態
で
す
で
に
地
域
的
過
大
都

市
で
あ
る
の
で
こ
れ
以
上
市
域
を
拡
大
す
る
こ
と
は
市
町
村
規
模
の
合
理
化
、
適
正
化
に
反
す
る

明
石
市
と
神
戸
市
と
は
境
界
が
明
確
で
外
観
的
に
も
全
面
的
に
も
明
石
市
は
独
立
し
た
中
都
市
で
あ
り
神
戸
市
と
の
一

(2) 
イ本
化
は
考
え

ら
れ
な
し、

(3) 

神
戸
市
は
赤
字
財
政
な
る
上
、
戦
災
復
興
、
港
湾
事
業
、
住
宅
建
設
、
道
路
の
整
備
、
学
校
教
育
施
設
の
整
備
等
に
多

被
の
経
費
を
要
す
る
の
で
明
石
市
を
合
併
し
て
も
、
明
石
市
に
た
い
し
て
利
益
と
な
る
何
ら
の
施
設
も
で
き
な
い

(4) 

神
戸
市
は
現
在
二
部
授
業
を
し
て
い
る
が
、
明
石
市
は
貧
乏
都
市
で
は
あ
る
が
戦
災
校
舎
の
復
旧
は
完
了
し
、
二
部
授

業
は
実
施
し
て
い
な
い
か
ら
、
神
戸
市
と
合
併
す
れ
ば
切
布
市
も
二
部
授
業
と
な
り
教
育
の
低
下
を
来
す
こ
と
に
仕
る

(5) 

明
石
市
民
の
税
負
担
の
増
大
の
反
面
、
行
政
参
加
の
機
会
が
減
少
す
る

(6) 

伝
統
の
明
石
市
の
名
が
消
え
、
ま
た
合
併
後
は
神
戸
市
の
西
端
と
な
り
場
末
に
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る

(7) 

合
併
後
は
明
石
市
に
区
役
所
が
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
区
役
所
は
夜
接
住
民
を
代
表
す
る
機
関
で
は
な
い
か
ら
、

住
民
の
意
向
が
反
映
す
る
米
端
行
政
を
確
保
し
得
な
い
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(8) 

明
石
西
部
方
面
の
農
水
産
業
に
と
っ
て
は
不
利
、
ま
た
供
米
も
高
く
な
る

明
石
市
に
お
け

る
住
民
投
票

兵
庫
県
は
、
神
戸
市
が
既
に
過
大
都
市
で
あ
り
、
こ
れ
以
上
の
市
域
拡
張
は
行
政
・
財
政
力
の
部
か
ら
み

て
適
当
で
な
い
、
神
戸
市
・
明
石
市
と
は
い
ず
れ
の
面
か
ら
み
て
も

体
化
の
現
象
は
認
め
ら
れ
な
い
、

神
戸
市
の
赤
字
財
政
、
明
石
市
民
の
負
担
増
な
ど
か
ら
反
対
の
立
場
と
な
っ
た
。
一
一
十
九
年
六
月
に
は
、
明
芯
医
師
会
が
総
会

を
開
き
、

二
ハ
対
一

O
で
反
対
決
議
を
な
し
た
。
七
月
、
明
石
市
で
は
、
合
併
の
可
否
を
検
討
す
べ
く

J
m是
調
査
委
員
会
」

を
設
置
し
た
が
、

八
月
十
日
に
は
、
明
石
商
工
会
議
所
が
理
事
会
に
お
い
て
神
戸
市
と
の
合
併
に
反
対
と
の
決
議
を
行
っ
た
。

他
方
、
神
戸
市
で
は
、
同
年
七
月
市
会
に
特
別
小
委
員
会
な
結
成
、
合
併
促
進
に
努
め
る
と
し
た
。

神
戸
市
で
は
、
昭
和
一
一
一
十
年
度
予
算
一
編
成
の
関
係
も
あ
り
、
合
併
の
遅
延
は
そ
れ
ら
に
支
持
な
来
す
と
し
て
住
民
投
票
に
よ

っ
て
決
着
を
付
け
て
も
ら
い
た
い
と
の
申
し
入
れ
を
明
石
市
に
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
一
一
一
十
年
一
月
二
十
三
日
ま
で
に
住
民
投
票

を
行
い
、
そ
の
袈
日
の
市
会
に
お
い
て
合
併
議
案
を
議
決
さ
れ
た
い
旨
を

月
七
日
申
し
入
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、

明
石
市
会
は
間
十
ニ
日
神
戸
と
の
合
併
に
関
す
る
「
住
民
投
票
お
よ
び
合
併
対
策
特
別
委
員
会
」
で
討
議
の
給
果
、

一
月
ニ
十

一
一
一
日
に
住
民
投
票
実
施
な
決
め
た
。

市j或の拡大

住
民
投
票
実
施
決
定
と
問
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
激
し
い
運
動
が
始
ま
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

一
月
ニ
十

一
一
一
日
に
行
わ
れ
た
住
民
投
票
（
投
票
率
六
五
・
一
労
）
の
結
果
、
反
対
一
一
一
万
三
四
九
八
票
、
賛
成
一
万
七
二
七
票
で
、
二
万
二

0
0

O
票
の
大
差
で
合
併
反
対
派
が
勝
利
し
た
（
『
明
石
市
ゅ
ん
』
下
）

0

そ
こ
で
、

明
石
市
は
一
月
ニ
十
六
日
神
戸
市
に
対
し
、
合
併
交

第六節

渉
の
打
ち
切
り
を
申
し
入
れ
、

八
カ
月
の
合
併
騒
ぎ
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
。
以
後
昭
和
三
十
五
年
に
再
燃
し
た
も
の
の
、
実

現
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
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